
 

 

 

 

令和７年度 事 業 報 告  

Ⅰ 概況 

（１） 社会経済活動は、急激な物価上昇に賃金の上昇が追いついておらず、実質賃金は 

マイナス基調が続いている。また、我が国の総人口が減少する中において、首都圏 

に位置する千葉県においては流入超過による人口増加傾向にあるものの、出生率は 

低く、高齢化率についても令和 32 年には 35.5%と推計される等、生産年齢人口の減 

少と併せて高齢化の進展が予想されている。 

（２） こうした情勢下において千葉労働局では、労働者一人ひとりが安全で健康に働く 

ことができる職場環境の実現のため、第 14 次千葉労働局労働災害防止計画の目標達 

成に向けて、高年齢労働者等の労働災害防止対策、個人事業者等に対する安全衛生 

対策の推進、労働者の健康確保対策及び化学物質による健康障害防止対策等の重点 

事項等について、状況や議論等も踏まえて取り組んでいくこととしている。  

（３） 公益社団法人千葉県労働基準協会連合会（以下、「連合会」という。）では、行政 

当局のご指導の下、地区労働基準協会（以下、「地区協会」という。）、関係機関・団 

体との連携・協力をより深め、県内の労働者が安心して安全かつ健康に働ける職場 

環境の実現を目指して、積極的、効果的な事業の運営に努めている。 

そのため、安全衛生関係技能講習、教育等を始め、労務管理・労働相談センター 

事業や千葉県産業安全衛生会議の運営、改革を推進するための啓発事業等を積極的 

に推進した。 

また、14 次防の目標達成をサポートするために、行動災害防止に向けて、中災防 

の安全衛生サポート事業の活用勧奨を図ることにより、中小企業における職場環境 

改善等を支援している。さらに、エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組を 

促進するとともに中小企業の取組を支援するため補助金の活用勧奨を図る。さらに 

死亡災害の撲滅等業種別の労働災害防止対策を推進している。 

（４） 人生 100 年時代を迎えてライフスタイルが多様化する中で、どのような働き方で 

あっても安心して生活することができる職場環境の実現のため、連合会は適正な労 

働条件の確保・改善をはじめ、労働災害防止、健康の保持増進等勤労者福祉の増進 

に寄与するための事業を支援している。 

 

              



 

 

（５） 連合会が行っている事業の概要 

 

 
 

 



 

 

Ⅱ 実施事項 

１ 安全衛生関係技能講習、教育等の実施 

令和７年度は年間 95 回の講習を開催 

（１） 令和７年度の講習等開催回数 

千葉労働局長の登録教習機関として労働安全衛生法に基づき主に労働衛生分野の技 

能講習及び安全教育を開催している。令和７年度は 95 回の講習を開催。受講者総数は 

7,757 名となった。 

（２） 令和７年度における受講者の現況 

講習 1 回あたりの受講者数が前年比で 10 名以上減少した講習は「プレス機械作業 

主任者技能講習」の 29 名減、「化学物質管理者 1 日研修」の 23 名減、「産業用ロボッ 

ト特別教育」及び「化学物質管理者専門的 2 日講習」の 13 名減である。  

（３） 受講者の減少に伴う対策     

① プレス及び産業用ロボットについては受講生が減少しているものの、すでに年間 

2 回の開催であることからこれ以上減じるわけにはいかず、８年度も 2 回開催とし 

て、別途受講生の増加を図る手立てを検討する。 

② また、化学物質管理者講習については選任が必須の化学工業を始めとする製造業 

において一定程度の資格取得が進んだことや近年オンライン講習を開催する団体が 

増加傾向にあり、その影響で受講生の減少につながった可能性がある。 

③ しかしながら、本来化学物質管理者を選任すべき企業は製造業以外にも第 3 次産 

業を含めて多岐にわたるものであり、潜在的な需要は少なくないと考えていること 

から、今般、理美容業、塗装業、食品製造業及び災防団体の個別企業と団体を対象 

として、合わせて 143 件に対して受講案内を発送した。加えて、８年度は工業団地、 

商工会議所等への直接的な受講勧奨も視野に入れており、受講生の減少傾向は懸念 

材料ではあるものの、来年度も化学物質管理者の講習回数は減じることなく今年度 

と同数の計画とした。 

④ 令和８年度は講習会場の賃借料、講習用テキスト代金及び講師謝金の値上げやオ 

ンライン講習へ向けた機械設備に伴う経費等々、講習関連の支出が増加する見込み 

である。また、その他にも事務所賃借料を始めとした諸経費及び物価の上昇、さら 

には職員の復職に伴う人件費の増加といった要因も発生する。 

これらへの対処として、化学物質管理者講習その他講習への積極的な受講勧奨を 

始めとして、受講にキャンセルが発生した場合の追加募集の実施、実技講習の運用 

に係る合理化及び連合会の職員による講師対応などにより収益の確保に努めるとと 

もに、４月から受講料金の改定を行う。値上げ幅に関しては、当連合会と同様の講 

習を開催している関東近県を中心とした全国 9 都道府県、24 団体の講習料金との比 

較を実施したうえで、各講習の受講料がその平均に収まる範囲で 1,000 円程度の値 

上げとする。   



 

 

    



 

 

 

《塗装業あて受講案内 表》 

 

 

令和 8 年２月 13 日 

人事・労務・安全衛生ご担当者 様 

 

公益社団法人 千葉県労働基準協会連合会 

                           

   

「化学物質管理者研修～取扱い事業場対象～」受講のご案内 

―職場で使っている「化学製品」管理すすめてますか？― 

 

時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。 

労働安全衛生規則の改正により、令和 6 年 4 月から業種や事業の規模を問わずに職場で使う身近

な商品や製品にも化学物質管理が必要になっています。 

 具体的には、塗装作業においても裏面の「化学物質管理の対象となる物質の一覧」に該当する化

学物質を取扱う全ての事業場は業種や規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任し、その者に当

該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければなりません。 

仕事でお使いの薬品等がリスクアセスメント対象物かどうかの確認は同封の「化学物質の自律的

な管理に関する自主点検表」でチェックするか、お近くの労働基準監督署の安全衛生課にお問い合

わせください。 

化学物質管理者は、「化学物質管理者講習（1 日間）」を修了した者等から選任することが推奨さ

れています（労働安全衛生規則第 12 条の５第 3 項第 2 号ロ、令和 4 年 9 月７日付け基発 0907 第 1

号）。 

私ども公益社団法人千葉県労働基準協会連合会では、化学物質管理者講習を開催しておりますの

で、この機会のお申し込みをお待ちしております。 

別添チラシのとおり、web からご予約いただけます。なお、ご不明点がありましたらお気軽にお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

   

  

 

■お問い合わせ 

公益社団法人千葉県労働基準協会連合会 

千葉県千葉市中央区千葉港 4-3千葉県経営者会館 305 

電話：043-241-2626 

https://www.chibaroukiren.com/ 



 

 

 

《塗装業あて受講案内 裏》 

 

 

【工業塗装作業に使用される化学物質一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

《食料品製造業あて 受講案内》 
 

    
 

《理美容業あて 受講案内》 

        



 

 

  
  

 
 

２ 労務管理・労働相談センター｟（旧）労働問題相談センター｠の開設 

各地区協会に労務管理・労働相談センターを開設 

（１） 地区協会の協力の下、地区協会に労務管理・労働相談センターを 8 か所開設し、 

働き方改革の推進、労働環境の改善など労務管理に係る様々な労働問題について、 

専門スタッフによる個別無料相談を実施。  

（２） 労働相談の窓口が多くある中で、他の相談窓口との差別化を図り、企業団体によ 

る企業のための労務管理の相談窓口であることをアピールするために、名称を「労 

働問題相談センター」から「労務管理・労働相談センター」とした。 

（３） 周知拡大を目指して千葉労働局のホームページの「労働関係相談先一覧」に「労 

務管理・労働相談センター」の掲載依頼を行った。 

 



 

 

 

 

 

労働問題相談センターの相談件数    

 

 

 

 

（４） 令和８年度からは広報誌「千葉労基連」に「労務管理・労働相談センター情報」 

コーナーを設けて、各労務管理・労働相談センターに寄せられた相談事例から主要 

な事案を紹介する。これをもって他の会員企業の労務管理の参考にもなるとともに、 

同センターの PR 効果を図る。 

           

          

 令和 ３年度 ４年度 ５年度 6 年度 7 年度 

相談件数 年 間 243 201 205 186 184 



 

 

３ 千葉県産業安全衛生会議の円滑な運営 

千葉県産業安全衛生大会の開催 千葉労働局合同パトロールの実施 

年末年始無災害運動の推進 

（１） 連合会の加盟している千葉県産業安全衛生会議は 14 団体で構成されており、千 

葉県の産業の健全な発展と勤労者の福祉の向上に寄与することを目的としている。 

ア 厚生労働省  千葉労働局       イ 千葉県 

  ウ 千葉県労働基準協会連合会      エ 建設業労働災害防止協会  

 オ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会  カ 港湾貨物運送事業労働災害防止協会   

キ 日本ボイラ協会           ク 日本クレーン協会  

ケ 千葉産業保健総合支援センター    コ 日本労働安全衛生コンサルタント会   

サ 建設荷役車両安全技術協会      シ 千葉県経営者協会 

ス 千葉県中小企業団体中央会      セ 日本労働組合総連合会  

 

（２） 10 月 30 日（木）に千葉県産業安全衛生大会を青葉の森公園芸術文化ホールにて 

開催。来場者は 294 名。 

壇上において安全衛生表彰が執り行われ、千葉労働局長表彰、千葉県産業安全衛生 

会議長表彰及び千葉県労働基準協会連合会長表彰など合わせて 33 事業場、５個人に対 

して表彰状及び記念品を授与。大会には千葉県庁などの行政機関や中央労働災害防止 

協会等の関係団体からも多数のご来賓にご臨席を賜り、「大会を契機に今一度、人命尊 

重という基本的理念を胸に刻み、労働災害ゼロ、働くすべての労働者が心身ともに健 

康で安心して働ける職場環境の実現に向けて全力で取り組む」とした大会宣言を採択 

したのち、特別講演を経て閉会となった。  

 

 
 

  



 

 

（３） 令和 7 年 6 月 24 日（火）及び 12 月 4 日（木）に千葉労働局との合同パトロール 

を実施した。7 月は全国安全週間、12 月は年末年始無災害運動期間に合わせて実施 

したものであり、建設工事を対象に千葉労働局長、千葉労働基準監督署長等と共に 

連合会等の千葉県産業安全衛生会議構成団体が参加してのパトロールとなった。 

① 6 月 24 日（火）千葉県千葉リハビリテーションセンター建築工事（第 1 期）  

② 12 月 4 日（木）千葉市稲毛区弥生町計画（分譲マンションⅠ工区）新築工事    
 

 

 

（４） 年末年始無災害運動の推進 

   広報用リーフレット 7,900 部を印刷。災防団体等に配布のうえ、12 月からの運動期

間中に構成団体、労働基準監督署及び地区の労働基準協会とも連携して周知を行った。

連合会では講習計画の送付に併せて賛助会員 270 名に送付している。  

                     

 

 



 

 

４ 千葉県衛生管理者協議会の運営 

例会（研修会）の開催 

千葉県衛生管理者協議会は衛生管理者などに各種情報提供を行いながら、企業における

労働衛生管理の活性化を図ることを目的として平成 22 年３月に設立。会員数は 216 名。

令和７年度は 9 月 22 日（月）及び令和８年 3 月６日（金）に例会を開催。 

衛生管理者が最新の知見や情報を収集できる場は少ないことから、当例会においては常

に最新の情報を提供することを心掛けている。その意味からも毎回、千葉労働局健康安全

課長に労働衛生の現状についての講演を依頼している。 

 

《令和７年度に開催した千葉県衛生管理者協議会 例会 次第》 

 

第１回 令和７年９月 22 日（月） 

講演 「現況の労働衛生の課題等」について 

千葉労働局労働基準部 小菅健康安全課長 

動画 「働く人が抱えるこころの病とは？―早く気付くために周りは〇〇を見て！」 

  （精神科医として 20 年以上のキャリアと産業医 30 社以上の実績を持つ医師） 

事業説明  千葉県健康福祉部 健康づくり支援課 横田主査  

     千葉市保健福祉局 健康福祉部 健康推進課 竹内主任保健師  

 

第 2 回 令和８年３月６日（金） 

講演 「労働安全衛生の現状等について」 

千葉労働局労働基準部 関安全課長補佐 

講演 「これから進める化学物質対策～法改正による個人ばく露測定等」 

中央労働災害防止協会 福原安全管理士・衛生管理士 

事業説明  千葉県健康福祉部 健康づくり支援課 横田主査  

     千葉市保健福祉局 健康福祉部 健康推進課 山口主任保健師  

 

   
 



 

 

５ 全国労働基準関係団体連合会(全基連)千葉県支部事業の実施 

就業環境整備・改善支援事業の運営、外国人技能実習制度関係者養成講習の開催 

建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業の実施等 

連合会は「全国労働基準関係団体連合会」の千葉県支部となっているので、全基連 

が受託した以下の事業を実施した。 

（１） 就業環境整備・改善支援事業の展開 

10 月 23 日（木）の午前に「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催。午後には 

「過重労働解消のためのセミナー」を開催した。適正な労務管理や安全衛生管理など、 

就業環境の整備や見直しを検討されている事業場を無料で支援する事業であり、他に 

個別訪問による相談支援も計画したが、申込がなかった。 

 

      
 

（２） 外国人技能実習制度関係者養成事業に関係する各種の講習を開催した。令和７年 

度は以下の講習を開催した。 

・ 5 月 14 日（水） 技能実習責任者講習  受講者 22 名 

・ 5 月 15 日（木） 技能実習指導員講習  受講者 12 名 

・ 5 月 16 日（金） 生活指導員講習    受講者 7 名 

 

（３） 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 

研修会の開催に向けて、受講生を始めとする対外的なパンフレットの配布。併せて 

連合会ホームページでの広報を実施した。令和 8 年度は建設業の一人親方以外にも対 

象業種を拡大して「個人事業者等の安全衛生確保支援事業」と名称変更のうえ、連合 

会でも研修会の開催を予定する。 

      

 



 

 

６ 中央労働災害防止協会(中災防)との連携 

安全衛生相談の開催、研修の共催、無災害記録証の進達 

（１） 中小規模事業場安全衛生相談事業 

中小規模事業場の安全衛生水準の向上に寄与するため、電話、メール、来所等によ 

る安全衛生相談を日常的に実施する。令和７年度は 2 月末時点で 144 件の相談件数と 

なっている。以下は 7 年度の安全衛生相談からの抜粋  

相談内容         回答概要 

製造業でも職長の能力向上教育は

必要か 

安全衛生教育等推進要綱(平成３年１月 21 日付

け基発第 39 号)によりおおむね５年ごとに必要 

石綿の健診を受けているがじん肺

健診も必要か 

目的、受診項目が異なるため両方の健診が必要と

なる 

作業主任者を選任すべき乾燥設備

はどんな機械が該当するのか 

安衛法第１４条、施行令６条の乾燥設備の定義に

より説明 

初めて石綿作業をやるが、注意点

を知りたい 

石綿総合ポータルサイトを紹介。事業主の項を参

照のこと 

抄紙機を用いて作業をする。75 デ

シベル以下だが有害業務になるか 

実際の音の大きさに関係なく業務が該当すれば

有害業務となる 

 

（２） 中災防との共催にて令和７年度は下記研修を開催した。   

① 安全衛生スタッフ向けリスクアセスメント実務研修  

令和 7 年７月４日(金)に開催。 

② ＫＹＴトレーナー研修会 

・第 1 回 令和 7 年 8 月 28 日(木)～8 月 29 日(金)に開催。 

・第 2 回 令和 7 年 10 月 28 日(火)～10 月 29 日（水)に開催。 

③ 事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修 

令和 7 年 11 月 13 日(木)～14 日(金)に開催。 

      



 

 

（３） 全国産業安全衛生大会の周知広報 

  広報「千葉労基連」、ホームページ等のメディアによる周知広報を実施。 

  また、通常総会にて参加者に大会案内を配布。 

 

（４） 中小企業無災害記録証授与制度      

企業からの申し出に基づき１次審査を行い中災防に進達した。令和７年度は高級ア 

ルコール工業（株）、成田空港給油施設（株） 千葉事業所、（公社）千葉県労働基準協 

会連合会に無災害記録証が授与された。 

 

       
 

７ 働き方改革の推進 

過労死等防止対策推進シンポジウムの開催への協力 

 11 月 11 日（火）に開催した厚生労働省主催の過労死等防止 

対策推進シンポジウムへの協力。連合会は協力団体 

として企画段階から開催まで各会議のメンバーにな 

っている。 

 

８ 各種広報啓発事業の継続  

     年間 6 回の会報「千葉労基連」を発行 

会報「千葉労基連」では、千葉労働局の行事予定 

を掲載して労働局の施策の周知に努めている。また、 

成立した法律や法改正の周知のみではなく、労働政 

策審議会の情報等、企業が今後取り組む労働課題の 

動向も紹介している。 

 

 



 

 

【千葉労基連 令和 8 年 3 月号の掲載記事】 

 
 

 

9 令和７年度 総会及び理事会の開催状況 

第 1 回理事会 令和７年４月 16 日(月)  11:00 開会 

定時総会   令和７年 5 月 26 日(月)  15:00 開会 

第２回理事会 令和７年 5 月 26 日(月)  定時総会に併せて開催 

第３回理事会 令和８年３月 25 日(水)  16:00 開会 
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10 連合会設立 75 周年の記念講演を開催 

 

公益社団法人 千葉県労働基準協会連合会 
― 設立７５周年 記念講演 ― 

 

令和８年３月 24 日（火）に「（公社）千葉県労働基準協会連合会 設立 75 周年 記念講

演」を開催しました。下村会長の開会あいさつの後、第１部として千葉労働局 土田容子監

督課長から「変化する労働環境と監督行政の役割～安心・安全な職場づくりに向けて」と

のご講話。続いて第 2 部では安西法律事務所 安西愈弁護士による「労働基準監督行政の歩

みと多様な雇用形態への労働契約（就業規則）の重要性」と題する特別講演をいただきま

した。記念講演には多数のご来場者を賜り、多くの参加者から「今日は参加してよかった。」

「このような貴重な講演を開催してくれてありがとう。」との言葉をいただきました。 

 

 

 

 

 

            

 

記念講演 会場              開会あいさつ 下村会長 

 

                                       

 

                     

                               

   

土田監督課長             安西弁護士 


